
第１号様式（第７条関係）

排水設備（新設・増設・改築）計画確認申請書

( )
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( )
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号 ( ) ）

号

）

協議無

第 号

(注) 1 太線の中だけ記入してください。 2 この申請書は、必ず工事着工の7日前までに提出してください。 3 排水設備の設置に際しては、設置する土地の所有者など利害関係者の承諾を得てから届け出てください。

4 この申請書にはチェックシートを添付してください。

　　　狛江市長　宛て

係　　員 係長 課長補佐 課長

　　　狛江市下水道条例施行規則第７条第１項の規定により、次のとおり申請をします。

下 水 道 番 号 　　№ 受 付 日 年 月 日

着 工 予 定 年 月 日

完 工 予 定 年 月 日

フ リ ガ ナ 排 除 方 式 合流式 ・ 分流式

公 共 ま す の 申 請 有 ・ 無

公 共 ま す の 費 用 区 分 公費（　　ますのみ　・　　取り出し　）　・　　自費

電話番号

既 存 処 理 方 式 公共下水道　　・　　浄化槽　　・　　汲み取り

排 水 面 積 ㎡

フ リ ガ ナ 一般住宅 店舗 事務所

申 請 者 工場 その他 （

（ 設 置 者 ） 電話番号 使 用 水 水道　・　　井戸（　 　既　・　　新　）　・　　併用

（ 住 所 ） 水 道 お 客 様 番 号 － －

阻集器 除害施設

（ 社 名 ） ディスポーザ その他 （

（代表者） 浸透ます 浸透トレンチ

指定番号 第 電話番号 その他　（

氏 名

登録番号 第

案 内 図 案内図 平面図

その他　（

大 量 排 水 協 議 該当有 ・ 該当無　／ 協議済　 ・

確 認 日 年 月 日

確 認 番 号

設 置 場 所  狛江市　　　　　

使 用 者

公 共 ま す の 工 事 区 分
新設　　・　　既設　　・　　増設

改造　　・　　撤去

住 所

排 水 種 別

施 工 者
該 当 す る 場 合

（指定工事店）

雨 水 浸 透 施 設
排水設備工事
責 任 技 術 者

添 付 書 類 等
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協議無
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(注) 1 太線の中だけ記入してください。 2 この申請書は、必ず工事着工の7日前までに提出してください。 3 排水設備の設置に際しては、設置する土地の所有者など利害関係者の承諾を得てから届け出てください。

4 この申請書にはチェックシートを添付してください。

　　　狛江市長　宛て

係　　員 係長 課長補佐 課長

　　　狛江市下水道条例施行規則第７条第１項の規定により、次のとおり申請をします。

下 水 道 番 号 　　№ 受 付 日 年 月 日

着 工 予 定 年 月 日

完 工 予 定 年 月 日

フ リ ガ ナ 排 除 方 式  合流式 ・ 分流式

公 共 ま す の 申 請  有 ・ 無

公 共 ま す の 費 用 区 分 公費（　　ますのみ　・　　取り出し　）　・　　自費

電話番号

既 存 処 理 方 式 公共下水道　　・　　浄化槽　　・　　汲み取り

排 水 面 積 ㎡

フ リ ガ ナ 一般住宅 店舗 事務所

申 請 者 工場 その他 （

（ 設 置 者 ） 電話番号 使 用 水 水道　・　　井戸（　 　既　・　　新　）　・　　併用

（ 住 所 ） 水 道 お 客 様 番 号 － －

阻集器 除害施設

（ 社 名 ） 　　　　　　　　 ディスポーザ その他 （

（代表者） 浸透ます 浸透トレンチ

指定番号 第 電話番号 その他　（

氏 名 　　　　　　　　
登録番号 第

案 内 図 案内図 平面図

その他　（

大 量 排 水 協 議 該当有 ・ 該当無　／ 協議済　 ・

確 認 日 年 月 日

確 認 番 号

設 置 場 所  狛江市　　　　　

使 用 者

公 共 ま す の 工 事 区 分
新設　　・　　既設　　・　　増設

改造　　・　　撤去

住 所
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施 工 者
該 当 す る 場 合

（指定工事店）

雨 水 浸 透 施 設
排水設備工事
責 任 技 術 者

添 付 書 類 等
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①．届出書の種類（新設・増設・改築） ⑪．公共ますの工事区分

　　該当するものに〇もしくは、該当なしに取消し線を引くこと。 　　新設：新しくますを設置するもの。

　　新設：建物の新築や建替え等に伴い、排水設備を新たに設置すること。 　　既設：ますが設置済みのもの。

　　増設：既存の排水設備に追加して、衛生器具や雨どい等を設置すること。 　　増設：既設の他にますを増やしたいもの。

　　改築：増設の場合を除いて、排水設備の移設や排水経路の変更などを行うこと。 　　改造：ますの高さ調整又はますを移設するもの。ますを小口径ますなどに取替えるもの。

②．使用者 　　撤去：ますの撤去等を伴うもの。

　　使用者名、設置場所等を記入すること。 ⑫．既存処理方式

　　建て売り等で使用者が未定の場合は申請者名を記入すること。 　　既存の処理方式にチェックをつけること。

③．申請者（設置者） ⑬．排水面積

　　申請者名、住所等を記入すること。 　　排水面積を記入すること。

④．施工者 ⑭．排水種別

　　会社名、代表者名、住所等を記入すること。指定番号は市の認定番号を 　　該当する種別にチェックをつけること。飲食店等は除害施設が

　　記入すること。 　　必要。工場等の特定施設は市と事前協議すること。

⑤．排水設備工事責任技術者 ⑮．使用水

　　都の登録番号を記入すること。 　　水道：東京都の水道を利用するもの。

⑥．案内図 　　井戸：地下から汲み上げた井戸水を利用するもの。

　　住宅地図等を基に設置場所の案内図を作成すること。 　　併用：水道水と井戸水を利用するもの。

  別紙での提出も可とする。別紙とする場合は、「別紙参照」と記載すること。 ⑯．水道お客様番号

⑦．着工予定、完工予定 　　水道お客様番号（10桁）を記入すること。

　　着工及び完工予定日を記入すること。 　　共同住宅等は、別紙で提出のこと。

⑧．排除方式 ⑰．該当する場合

　　排水する公共下水道の排除方式について、該当するものにチェックを 　　該当するものにチェックをつけること。

　　つけること。 ⑱．雨水浸透施設

⑨．公共ますの申請 　　該当するものにチェックをつけること。

　　申請の有無にチェックをつけること。 　　空白欄については、浸透ますの口径・個数、トレンチ寸法等を記入すること。

⑩．公共ますの費用区分（新設する場合のみ） ⑲．添付書類等

　　公費 　　該当する添付書類等にチェックをつけること。

　　　ますのみ：既に取付管が設置されており、新たにますを設置するもの。 ⑳．大量排水協議

　　　取り出し：新たにますを設置するもの。 　　該当の有無にチェックをつけること。

　　自費

　　　ます、又は取出しを自分の費用で設置するもの。

排水設備計画確認申請書の記入説明



1 はい いいえ 15 浸透施設のオーバーは接続されていますか？（分流地域で公共雨水ますがない場合を除く） はい いいえ

2 合流区域ですか？分流区域ですか？ 合流 分流 16 宅内の雨水ますには15ｃｍ以上の泥溜めがついていますか？ はい いいえ

3 汚水は赤、雨水は緑で記入していますか？ はい いいえ 17 はい いいえ

4 狛江市まちづくり条例の対象物件ですか？ はい いいえ

5 前面道路は公道ですか？私道ですか？ 公道 私道

6 公共ますは新設しますか？それとも、既設ますを使用しますか？ 新設 既設

7 汚水と雨水が合流するところにトラップはついていますか？ はい いいえ

8 水洗便所からの汚水が流入する最初の会合点のますに３㎝ステップはついていますか？ はい いいえ

9 公共ますから宅内最終ますまでストレートで接続されていますか？ はい いいえ

21 グリストラップは設置しますか？(東京都下水道条例施行規則第三条の二にかかるもの) はい いいえ

22 グリストラップを設置する場合、構造図、仕様書等は添付されていますか？ はい いいえ

23 排水ヘッダーは設置していますか？ はい いいえ

25 ディスポーザ排水処理システム（適合品）を設置しますか？ はい いいえ

26 はい いいえ

27 潜熱回収型ガス給湯器のドレン排水は汚水系統へ排出されていますか？ はい いいえ

14 ます・管の情報は漏れなく全て記入されていますか？ はい いいえ

【確認者】

　　年　　月　　日

排水設備チェックシート（申請時）

【申請場所】

【指定工事店名】

排水設備計画確認申請書に記入漏れはありませんか？（太枠の中を記入）

雨水流出抑制施設（雨水浸透ます等）は設置してありますか？

ディスポーザ排水処理システム（適合品）の事前打ち合わせ、届出書の提出を行なっていますか？

18 上記の質問で『いいえ』の場合の理由は？
　　工事費が髙い　　　設置場所がない　
　　設置場所が禁止（盛土、急傾斜地及びの区域）
　　その他　（　　　　　　　　　　　　　）　

19
雨水浸透ますを設置する場合において、助成制度を活用
しない理由

　　非対象地（まちづくり・建売物件等）　
　　設置場所がない
　　工期がない　　　その他（　　　　　）　　　　　

20
狛江市まちづくり条例の対象区域内に条件どおりの雨水流出抑制施設を設置済みですか？
また、有効に利用されていますか？（狛江市まちづくり条例の開発等事業及び大規模開発等事業に
かかるもの）

はい いいえ

10

雨樋及び建物内の排水器具から屋外ますとを接続する管の口径と施工延長は正しく設計
されていますか？
φ50mm→1ｍまで（雨樋）φ75mm→1ｍ以上3ｍ以下（雨樋、地中）
φ100mm→3ｍ以上（雨樋、地中）

はい いいえ

11
狛江市下水道条例に適合した管径と勾配になっていますか？
（例：排水面積150㎡,排水人口4人の場合、管径φ100 勾配2/100）

はい いいえ 24
排水ヘッダーの設置にあたり、（東京都排水設備要綱（令和４年３月）81ページ参照）
設置上の注意、排水ヘッダー選定の条件を厳守した製品の選択を行なっていますか？
(メーカーカタログ添付）

はい いいえ

12
排水管渠の起点、屈曲点、及び会合点、
排水管渠の管径又は内のり幅及び勾配の変化する箇所にますが設置されていますか？

はい いいえ

13
排水管渠の延長が、管径又は内のり幅の120倍を越えない範囲
（公共ますと宅地内最終ますとの距離は60倍以内）にますは設置されていますか？

はい いいえ

28
上記の質問で『いいえ』の場合で、潜熱回収型ガス給湯器のドレン排水を雨水系統へ排出される場
合は、一般財団法人 日本ガス機器検査協会（ＪＩA）の認証機器を設置しますか？

はい いいえ


